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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）ポリオールと、（Ｂ）ポリイソシアネートと、（Ｃ）少なくとも１種のヒンダー
ドアミン系光安定剤と、（Ｄ）表面調整剤とを含有する組成物であって、
前記（Ａ）ポリオールのＯＨ基価が、１５０～４００ｍｇＫＯＨ／ｇであり、
前記（Ａ）ポリオールが、ポリカプロラクトントリオールであり、
前記（Ｃ）ヒンダードアミン系光安定剤が、ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチル－
４－ピペリジル）セバケートと、メチル（１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペ
リジル）セバケートとの混合物であり、かつ、
前記（Ｄ）表面調整剤が、ポリエーテル変性シロキサン、ポリエステル変性ポリジメチル
シロキサン、ポリエーテル変性ポリジメチルシロキサン、ポリエステル変性ポリメチルア
ルキルシロキサン、ポリエーテル変性ポリメチルアルキルシロキサン、アラルキル変性ポ
リメチルアルキルシロキサンおよび水酸基末端ポリジメチルシリコーンからなる群から選
択されることを特徴とする組成物。
【請求項２】
　前記（Ａ）ポリオールのＯＨ基価が、２５０～３５０ｍｇＫＯＨ／ｇであることを特徴
とする請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記組成物が、さらに（Ｅ）フィラーを含有することを特徴とする請求項１又は２に記
載の組成物。
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【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の組成物を硬化させた皮膜を有する自己修復コー
トフィルム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自己修復性を有する材料を形成するための組成物に関するものであり、例え
ば、携帯電話やパーソナルコンピュータなどのモバイル機器の液晶ディスプレイや、自動
車ボディなどの表面保護フィルムとして使用した場合に、良好な自己修復性と優れた塗膜
硬度の双方を備えつつ、さらに耐ＵＶ性に優れた塗膜を形成できる組成物に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来、液晶パネルなどの光学部材や自動車のボディなどの表面保護フィルムとして、ハ
ードコート処理が施されたプラスチックフィルムが用いられていた。一般的なハードコー
トでは、架橋密度を高めることにより塗膜の硬度を増大させるため、塗膜の表面を硬くす
ることができる。これにより、塗膜の表面の耐擦傷性が向上し、液晶ディスプレイの画面
や自動車のボディなどの表面に傷を付きにくくすることができる。しかしながら、表面に
一旦小さな傷が付いてしまうと、その傷自体を元に戻すことは不可能である。そのため、
このようなハードコートに代えて、自己修復性を有する材料の使用が検討されてきた。
【０００３】
　ここで、自己修復性を有する材料とは、架橋密度を低くすることにより塗膜にゴム弾性
を付与させ、このゴム弾性による反発力を利用して表面に生じた小さな傷を経時で回復さ
せる性質を有するものである。一方で、このような自己修復性を有する材料は、架橋密度
の低下に伴い塗膜の硬度も小さくなるため、塗膜の表面に十分な塗膜硬度（耐擦傷性）を
付与することが困難である。そのため、より耐擦傷性が向上した自己修復性を有する材料
が求められている。
【０００４】
　そこで、自己修復性及び耐擦傷性を有する軟質樹脂層を形成するため、硬質樹脂フィル
ムあるいはシートの少なくとも一方の表面に、ポリイソシアネートとポリエステル系ポリ
オールとから得られたウレタン系樹脂を使用した軟質樹脂層が形成された透明プラスチッ
ク積層体が提案されている（特許文献１）。
【０００５】
　また、耐擦傷性に優れた自己修復性を有する材料を提供するために、ポリカーボネート
系樹脂を主成分として含有する基材層並びにポリメチルメタクリレート系樹脂を主成分と
して含有する当該基材層の表面層及び裏面層とを有する基材シートと、当該基材シートの
表面に積層されたポリウレタン系樹脂を主成分として含有する自己修復性を有する軟質樹
脂層とを備える自己修復性フィルムが提案されている（特許文献２）。
【０００６】
　しかしながら、従来の自己修復性を有する材料をもってしても、依然として十分な塗膜
硬度を備えた自己修復性を有する材料は得られていない。また、自己修復性を有する材料
により形成された塗膜の表面に紫外線照射などによる外的負荷がかかると、塗膜硬度の低
下をもたらし得ることから、十分な塗膜硬度に加えて、さらに耐ＵＶ性も示す自己修復性
フィルムの提供も要求されている。そのため、良好な自己修復性と優れた塗膜硬度を示す
と共に、さらに耐ＵＶ性にも優れた塗膜の提供が望まれている。さらに、自己修復性を有
する材料から得られるフィルムは、特に、光学部材の表面保護フィルムとしても使用され
ることから、高い全光線透過率を示すことが望ましい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
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【特許文献１】特開平０７－１９５６２３号公報
【特許文献２】特開２０１３―１４４３９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記事情に鑑み、本発明の目的は、良好な自己修復性と優れた塗膜硬度の双方を備え、
さらには耐ＵＶ性にも優れた表面塗膜を形成できる組成物、並びにそれを硬化した皮膜で
あって、９０％以上の高い全光線透過率を示す皮膜を有する自己修復コートフィルムを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の態様は、（Ａ）ポリオールと、（Ｂ）ポリイソシアネートと、（Ｃ）少なくと
も１種のヒンダードアミン系光安定剤とを含有する組成物であって、前記（Ａ）ポリオー
ルのＯＨ基価が、１５０～４００ｍｇＫＯＨ／ｇであり、前記（Ｃ）ヒンダードアミン系
光安定剤が、下記の一般式（１）
【化１】

（式中、
ｎは、１～１０の整数であり、
Ｒは、水素又はＣ１～Ｃ４アルキル基であり、
Ａは、Ｃ１～Ｃ４アルキル基又は下記の一般式（２）

【化２】

で表されるピペリジル基であり、かつ
Ｒ’は、水素又はＣ１～Ｃ４アルキル基を表す）で表される化合物であることを特徴とす
る組成物である。
【００１０】
　上記態様では、組成物中に（Ａ）１５０～４００ｍｇＫＯＨ／ｇの範囲内のＯＨ基価を
有するポリオールと、（Ｃ）一般式（１）で表される構造を有するヒンダードアミン系光
安定剤との両方を含有させることで、良好な自己修復性と優れた塗膜硬度の双方を備え、
さらには耐ＵＶ性に優れた表面塗膜を形成できる組成物を得ることができる。したがって
、基板上に当該樹脂組成物を塗布することにより、良好な自己修復性と優れた塗膜硬度の
双方を備え、さらには耐ＵＶ性に優れた塗膜が形成される。また、上記組成物を硬化させ
た皮膜を有する自己修復コートフィルムは、９０％以上の高い全光線透過率を示す。
【００１１】
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　本発明の態様は、さらに（Ｄ）表面調整剤を含有する組成物である。
【００１２】
　本発明の態様は、前記（Ａ）ポリオールが、ポリカプロラクトントリオールである組成
物である。
【００１３】
　本発明の態様は、前記（Ｃ）ヒンダードアミン系光安定剤として、式中、ｎが５～８の
整数であり、Ｒが、Ｃ１～Ｃ４アルキル基であり、かつＲ’が、Ｃ１～Ｃ４アルキル基で
ある前記一般式（１）で表される化合物を、少なくとも１種含有する組成物である。
【００１４】
　本発明の態様は、前記（Ｃ）ヒンダードアミン系光安定剤が、ビス（１，２，２，６，
６－ペンタメチル－４－ピペリジル）セバケートと、メチル（１，２，２，６，６－ペン
タメチル－４－ピペリジル）セバケートとの混合物である組成物である。
【００１５】
　本発明の態様は、前記（Ａ）ポリオールのＯＨ基価が、２５０～３５０ｍｇＫＯＨ／ｇ
である組成物である。
【００１６】
　本発明の態様は、さらに（Ｅ）フィラーを含有する組成物である。
【００１７】
　本発明の態様は、上記組成物を硬化させた皮膜を有する自己修復コートフィルムである
。このような自己修復コートフィルムとして、例えば、ＰＥＴ基板上に上記組成物が塗膜
形成された自己修復コートフィルム等が挙げられる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の態様によれば、組成物中に、（Ａ）１５０～４００ｍｇＫＯＨ／ｇの範囲内の
ＯＨ基価を有するポリオールと、（Ｃ）一般式（１）で表される構造を有するヒンダード
アミン系光安定剤との両方を含有させることで、基板上に、良好な自己修復性と優れた塗
膜硬度の双方を備え、さらには耐ＵＶ性にも優れた塗膜を形成することができる。また、
上記組成物を硬化させた皮膜を有するフィルムは、９０％以上の高い全光線透過率を示す
。したがって、例えば、本発明の組成物から形成された塗膜を、液晶ディスプレイや自動
車ボディなどの保護膜として用いると、良好な自己修復性と優れた塗膜硬度の双方を備え
、さらには耐ＵＶ性にも優れた、高い全光線透過率を示す表面保護フィルムを得ることが
できる。
【００１９】
　本発明の態様によれば、組成物中に、さらに（Ｄ）表面調整剤を含有させることにより
、基板上に形成される塗膜の硬度をさらに向上させることができる。
【００２０】
　本発明の態様によれば、前記（Ａ）２５０～３５０ｍｇＫＯＨ／ｇの範囲内のＯＨ基価
を有するポリオールを使用することにより、基板上に形成される塗膜の硬度をさらに向上
させることができる。
【００２１】
　本発明の態様によれば、組成物中に、さらに（Ｅ）フィラーを含有させることにより、
基板上に形成される塗膜の硬度をさらに向上させることができる。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　次に、本発明の組成物中に含まれる各成分について説明する。本発明の組成物は、（Ａ
）１５０～４００ｍｇＫＯＨ／ｇの範囲内のＯＨ基価を有するポリオールと、（Ｂ）ポリ
イソシアネートと、（Ｃ）一般式（１）で表されるヒンダードアミン系光安定剤少なくと
も１種を含有する組成物である。
【００２３】
（Ａ）ポリオール
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　本発明の組成物は、塗膜形成のための主成分の１つとして、１５０～４００ｍｇＫＯＨ
／ｇの範囲内のＯＨ基価を有するポリオールを含有する。ポリオールは、ポリイソシアネ
ートと反応させてポリウレタンを得るための主原料であり、このようなポリオール類とし
て、例えば、ポリエーテルポリオール、ポリエステルポリオール、ポリカーボネートポリ
オールなどが挙げられる。本発明におけるポリオールの種類は、１５０～４００ｍｇＫＯ
Ｈ／ｇの範囲内のＯＨ基価を有していれば特に限定されるものではないが、塗膜硬度と自
己修復性とのバランスの観点から、ポリエステルポリオールが好ましく、また、ポリエス
テルポリオールの中でも、得られるコーティング層に高い反発弾性や基板との良好な密着
性を付与する観点から、環状エステルを開環して得られるポリカプロラクトンポリオール
が特に好ましい。なお、これらのポリオールは、１種単独で使用してもよく、２種以上を
併用してもよい。
【００２４】
　前記ポリカプロラクトンポリオールとしては、２官能性のポリカプロラクトンジオール
、３官能性のポリカプロラクトントリオール及び４官能性のポリカプロラクトンテトラオ
ールなどが挙げられるが、塗膜硬度と自己修復性とのバランスの観点から、ポリカプロラ
クトントリオールが好ましい。これらのポリカプロラクトンポリオールは、１種単独で使
用してもよく、２種以上を併用してもよい。
【００２５】
　本発明の組成物中に含まれる前記（Ａ）ポリオールは、１５０～４００ｍｇＫＯＨ／ｇ
の範囲内のＯＨ基価を有する。ポリオールのＯＨ基価が１５０ｍｇＫＯＨ／ｇ未満である
と、十分な塗膜硬度を付与させることができず、一方で、ポリオールのＯＨ基価が４００
ｍｇＫＯＨ／ｇより大きいと、塗膜に自己修復性を付与させることができなくなる。また
、ポリオールのＯＨ基価の下限値は、塗膜により高い硬度を付与させる観点から２００が
好ましく、２５０が特にこのましい。一方、ポリオールのＯＨ基価の上限値は、自己修復
性の観点から３８０が好ましく、３５０が特に好ましい。
【００２６】
　また、前記（Ａ）ポリオールの質量平均分子量は、塗膜硬度と自己修復性との特性バラ
ンスの観点から３００～１０００が好ましく、５００～９００であることが特に好ましい
。これらの分子量の異なるポリオールを２種以上組み合わせて使用することも可能である
。
【００２７】
　１５０～４００ｍｇＫＯＨ／ｇの範囲内のＯＨ基価を有する前記（Ａ）ポリオールとし
て市販されているものには、例えば、ＰＬＡＣＣＥＬ　３０５（ポリカプロラクトントリ
オール：株式会社ダイセル製、ＯＨ基価＝３０５ｍｇＫＯＨ／ｇ）、ＰＬＡＣＣＥＬ　３
０８（ポリカプロラクトントリオール：株式会社ダイセル製、ＯＨ基価＝１９５ｍｇＫＯ
Ｈ／ｇ）、ＰＬＡＣＣＥＬ　３０９（ポリカプロラクトントリオール：株式会社ダイセル
製、ＯＨ基価＝１８６ｍｇＫＯＨ／ｇ）等を挙げることができる。これらのポリオールは
、１種単独で使用してもよく、２種以上を併用してもよい。
【００２８】
（Ｂ）ポリイソシアネート
　本発明の組成物は、塗膜形成のためのもう１つの主成分としてポリイソシアネートを含
有し、当該ポリイソシアネートは、ポリオールと反応させてポリウレタンを得るための主
原料である。前記ポリイソシアネートは特に限定されず、例えば、脂肪族ポリイソシアネ
ート、芳香族ポリイソシアネート及び脂環式ポリイソシアネート等を挙げることができる
。具体例としては、ジフェニルメタンジイソシアネ－ト（２，２’－ＭＤＩ、２，４’－
ＭＤＩ、４，４’－ＭＤＩ）、カルボジイミド変性ＭＤＩ（変性ＭＤＩ）、ポリメチレン
ポリフェニルポリイソシアネート、カルボジイミド化ジフェニルメタンポリイソシアネー
ト、キシレンジイソシアネート、トリレンジイソシアネ－ト（２，２’－ＴＤＩ、２，４
’－ＴＤＩ、４，４’－ＴＤＩ）、キシリレンジイソシアネート（ＸＤＩ）、テトラメチ
ルキシリレンジイソシアネート、１，５－ナフタレンジイソシアネート（ＮＤＩ）、テト
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イソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート（ＨＤＩ）、ダイマー酸ジイソシアネ
ート若しくはリジンジイソシアネート等の脂肪族ポリイソシアネート、又はイソホロンジ
イソシアネート（ＩＰＤＩ）、ノルボルネンジイソシアネート（ＮＢＤＩ）、ジフェニル
メタンジイソシアネートの水素化物（Ｈ１２ＭＤＩ）、キシリレンジイソシアネートの水
素化物（Ｈ６ＸＤＩ）、シクロヘキサンジイソシアネート若しくはジシクロヘキシルメタ
ンジイソシアネート等の脂環式ポリイソシアネート、又は、これらのポリイソシアネート
のアダクト体、ビウレット体若しくはイソシアヌレート体などが挙げられ、これらは、１
種単独で用いても２種以上を併用してもよい。
【００２９】
　前記（Ｂ）ポリイソシアネートとして市販品されているものには、例えば、タケネート
　Ｄ－１７０Ｎ（ＨＤＩのイソシアヌレート体：三井化学株式会社製）、ミリオネート　
ＭＴ（４，４’－ＭＤＩ：日本ポリウレタン工業株式会社製）、コスモネート　ＬＬ（カ
ルボジイミド変性ＭＤＩ：三井化学ポリウレタン株式会社製）等を挙げることができる。
これらのポリイソシアネートは、１種単独で使用してもよく、２種以上を併用してもよい
。
【００３０】
　前記（Ｂ）ポリイソシアネートの配合量は、特に限定されないが、前記（Ａ）ポリオー
ル化合物のヒドロキシ基（ＯＨ）に対する前記（Ｂ）ポリイソシアネートのイソシアネー
ト基（ＮＣＯ）の当量比（ＮＣＯ／ＯＨ）が、例えば、０．６～２．５となる量が好まし
く、０．９～１．５となる量がより好ましい。前記当量比が０．６より低すぎると、硬化
不良や架橋密度の低下により、耐熱性に劣る材料となる場合があり、一方、前記当量比が
高すぎると、塗膜が硬くなりすぎてしまい自己修復性が得られない場合がある。そのため
、前記（Ｂ）ポリイソシアネートの含有量は、好ましくは、前記（Ａ）ポリオール１００
質量部に対し５０～２００質量部であり、より好ましくは６５～１５０質量部である。
【００３１】
（Ｃ）ヒンダードアミン系光安定剤
　ヒンダードアミン系光安定剤は、基板上に形成される塗膜にＵＶ耐性を付与させるため
に添加するものであり、以下の一般式（１）で表される構造を有するヒンダードアミン系
光安定剤が使用される。当該ヒンダードアミン系光安定剤は、１種単独で用いても２種以
上を併用してもよい。
【００３２】
【化３】

（式中、
ｎは、１～１０の整数であり、
Ｒは、水素又はＣ１～Ｃ４アルキル基であり、
Ａは、Ｃ１～Ｃ４アルキル基又は下記の一般式（２）
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【化４】

で表されるピペリジル基であり、かつ
Ｒ’は、水素又はＣ１～Ｃ４アルキル基を表す。）
【００３３】
　上記の一般式（１）において、Ｒ及びＲ’で表されるＣ１～Ｃ４アルキル基としては、
メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ｎ－ブチル基、ｓｅｃ－ブチル基、
イソブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基が挙げられる。
【００３４】
　また、基板上に形成される塗膜のＵＶ耐性をより向上させる観点から、上記一般式（１
）において、ｎが５～８の整数であり、ＲがＣ１～Ｃ４アルキル基であり、かつＲ’がＣ

１～Ｃ４アルキル基で表される構造を有するヒンダードアミン系光安定剤が好ましい。こ
のような構造を有するヒンダードアミン系光安定剤として、例えば、ビス（１，２，２，
６，６－ペンタメチル－４－ピペリジル）セバケートやメチル（１，２，２，６，６－ペ
ンタメチル－４－ピペリジル）セバケート等が挙げられ、これらの混合物の使用が特に好
ましい。
【００３５】
　前記（Ｃ）ヒンダードアミン系光安定剤の市販品としては、例えば、ＪＦ－９５（ビス
（１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジル）セバケート：城北化学工業株式
会社製）、ＪＦ－９０（ビス（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）セバケ
ート：城北化学工業株式会社製）、Ｋｅｍｉｓｔａｂ　２９（ビス（１，２，２，６，６
－ペンタメチル－４－ピペリジル）セバケートとメチル（１，２，２，６，６－ペンタメ
チル－４－ピペリジル）セバケートとの混合物：ケミプロ化成株式会社製）、ＴＩＮＵＶ
ＩＮ　２９２（ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジル）セバケート
とメチル（１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジル）セバケートとの混合物
：ＢＡＳＦジャパン社製）等を挙げることができる。これらのヒンダードアミン系光安定
剤は、１種単独で使用してもよく、２種以上を併用してもよい。
【００３６】
　前記（Ｃ）ヒンダードアミン系光安定剤の含有量は、特に限定されないが、その下限値
は、例えば、前記（Ａ）ポリオール１００質量部に対し、ＵＶ耐性の観点から０．５質量
部が好ましく、より好ましくは１質量部である。一方、その上限値は、例えば、前記（Ａ
）ポリオール１００質量部に対し、全光線透過率の観点から１０質量部が好ましく、より
好ましくは５質量部である。
【００３７】
　また、本発明の組成物には、さらに、必要に応じて（Ｄ）表面調整剤や（Ｅ）フィラー
などを含ませることができる。
【００３８】
（Ｄ）表面調整剤
　表面調整剤は、塗膜の表面を滑らかにする作用を有するものであれば特に限定されるも
のではなく、例えば、シリコーン系、炭化水素系、アクリル系等が挙げられる。このよう
な表面調整剤の中でも、塗膜の硬度をより向上させる観点から、シリコーン系の表面調整
剤を使用することが好ましく、例えば、ポリエーテル変性シロキサン、ポリエステル変性
ポリジメチルシロキサン、ポリエーテル変性ポリジメチルシロキサン、ポリエステル変性
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ポリメチルアルキルシロキサン、ポリエーテル変性ポリメチルアルキルシロキサン、アラ
ルキル変性ポリメチルアルキルシロキサン、水酸基末端ポリジメチルシリコーン等が挙げ
られる。これらの表面調整剤は、１種単独で使用してもよく、２種以上を併用してもよい
。
【００３９】
　前記（Ｄ）表面調整剤の市販品としては、例えば、Ｓｉｌｍｅｒ　ＯＨ　Ｄｉ－１０（
水酸基末端ポリジメチルシリコーン：ＳＩＬＴＥＣＨ社製）、Ｓｉｌｍｅｒ　ＯＨ　Ｄｉ
－５０（水酸基末端ポリジメチルシリコーン：ＳＩＬＴＥＣＨ社製）、ＢＹＫ－３０６（
ポリエーテル変性ポリジメチルシロキサン：ビックケミー社製）、ＢＹＫ－３０７（ポリ
エーテル変性ポリジメチルシロキサン：ビックケミー社製）、ＢＹＫ－３１０（ポリエス
テル変性ポリジメチルシロキサン：ビックケミー社製）、ＢＹＫ－３３０（ポリエーテル
変性ポリジメチルシロキサン：ビックケミー社製）等を挙げることができる。これらの表
面調整剤は、１種単独で使用してもよく、２種以上を併用してもよい。
【００４０】
　前記（Ｄ）表面調整剤の含有量は、特に限定されないが、前記（Ａ）ポリオール１００
質量部に対し、塗膜硬度とヘイズとの特性バランスの観点から０．００５～５質量部が好
ましく、より好ましくは、０．０１０～１質量部である。
【００４１】
（Ｅ）フィラー
　フィラーは、塗膜の機械的強度を増大させる作用を有するものであれば特に限定される
ものではなく、例えば、無機フィラー、有機フィラー、表面有機化処理した無機フィラー
等が挙げられる。このようなフィラーの中でも、塗膜硬度の向上と組成物中での分散安定
性の観点から、表面有機化処理した無機フィラーを使用することが好ましく、例えば、メ
タクリル表面処理されたナノシリカ、ビニル表面処理されたナノシリカ、フェニル表面処
理されたシリカなどが挙げられる。これらのフィラーは、１種単独で使用してもよく、２
種以上を併用してもよい。また、上記ナノシリカを使用する場合、その平均一次粒子径は
、特に限定されるものではないが、フィラーを組成物中により分散させる観点から、好ま
しくは、１ｎｍ～２００ｎｍであり、より好ましくは５ｎｍ～１００ｎｍである。
【００４２】
　前記（Ｅ）フィラーの市販品としては、例えば、ＹＡ０１０Ｃ－ＳＭ－１（メタクリル
表面処理されたナノシリカ：株式会社アドマテックス社製）、ＹＡ０１０Ｃ－ＳＶ－１（
ビニル表面処理されたナノシリカ：株式会社アドマテックス社製）、ＹＡ０１０Ｃ－ＳＰ
－３（フェニル表面処理されたナノシリカ：株式会社アドマテックス社製）、ＹＡ０５０
Ｃ－ＳＭ－１（メタクリル表面処理されたナノシリカ：株式会社アドマテックス社製）等
を挙げることができる。これらのフィラーは、１種単独で使用してもよく、２種以上を併
用してもよい。
【００４３】
　前記（Ｅ）フィラーの含有量は、特に限定されないが、前記（Ａ）ポリオール１００質
量部に対し、塗膜硬度と全光線透過率との特性バランスの観点から０．１～２００量部が
好ましく、より好ましくは、１～１００質量部である。
【００４４】
　さらに、本発明の組成物には、上記成分の他に、必要に応じて、種々の添加成分、例え
ば、反応遅延剤、有機溶剤、各種添加剤などを適宜配合することができる。
【００４５】
（Ｆ）反応遅延剤
　反応遅延剤には、前記（Ａ）ポリオールと前記（Ｂ）ポリイソシアネートとを反応させ
てポリウレタンを形成する際、反応時間を調整できるものであれば特に限定されるもので
はなく、例えば、リン酸エステル等の公知のものを使用することができる。反応遅延剤を
用いる場合の配合量は、特に限定されるものではないが、前記（Ａ）ポリオール１００質
量部に対し０．００５～１質量部が好ましい。
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【００４６】
　有機溶剤は、組成物中の粘度や乾燥性を調節するために使用するものである。有機溶剤
としては、例えば、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン類、トルエン、キ
シレン等の芳香族炭化水素類、メタノール、イソプロパノール、シクロヘキサノール、な
どのアルコール類、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン等の脂環式炭化水素類、石油
エーテル、石油ナフサ等の石油系溶剤類、セロソルブ、ブチルセロソルブ等のセロソルブ
類、カルビトール、ブチルカルビトール等のカルビトール類、酢酸エチル、酢酸ブチル、
セロソルブアセテート、ブチルセロソルブアセテート、カルビトールアセテート、ジエチ
レングリコールモノメチルエーテルアセテート、ブチルカルビトールアセテート等の酢酸
エステル類等を挙げることができる。有機溶媒を用いる場合の配合量は、特に限定される
ものではないが、前記（Ａ）ポリオール１００質量部に対し１０～３０質量部が好ましい
。
【００４７】
　各種添加剤には、例えば、シラン系、チタネート系、アルミナ系等のカップリング剤と
いった分散剤、三フッ化ホウ素－アミンコンプレックス、ジシアンジアミド（ＤＩＣＹ）
及びその誘導体、有機酸ヒドラジド、ジアミノマレオニトリル（ＤＡＭＮ）及びその誘導
体、グアナミン及びその誘導体、アミンイミド（ＡＩ）並びにポリアミン等の潜在性硬化
剤、アセチルアセナートＺｎ及びアセチルアセナートＣｒ等のアセチルアセトンの金属塩
、エナミン、オクチル酸錫、第４級スルホニウム塩、トリフェニルホスフィン、イミダゾ
ール、イミダゾリウム塩並びにトリエタノールアミンボレート等の熱硬化促進剤を挙げる
ことができる。
【００４８】
　上記した本発明の組成物の製造方法は、特定の方法に限定されないが、例えば、上記各
成分を所定割合で配合後、室温にて、三本ロール、ボールミル、サンドミル等の混練手段
、またはスーパーミキサー、プラネタリーミキサー等の攪拌手段により混練または混合し
て製造することができる。また、前記混練または混合の前に、必要に応じて、予備混練ま
たは予備混合してもよい。
【００４９】
　次に、上記した本発明の組成物の塗工方法について説明する。ここでは、ＰＥＴ（ポリ
エチレンテレフタレート）基板上に、本発明の組成物を塗工して、保護膜を形成する方法
を例にとって説明する。なお、本発明の組成物は、ＰＥＴ基板以外にも、例えば、ポリエ
ステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、ポリ（メタ
）アクリル系樹脂、ポリスチレン系樹脂等の各種材料から得られる種々の形態の基材に塗
工することができる。また、基板の厚さも、必要に応じて適宜設定することができる。
【００５０】
　上記のように製造した組成物を、ＰＥＴ基板上に、バーコーター、スクリーン印刷法、
スプレーコート法等の方法を用いて所望の厚さに塗布し、６０～１７０℃程度の温度の乾
燥炉等で１５～６０分間程度加熱することにより乾燥硬化させ、ＰＥＴ基板上に目的とす
る自己修復性保護膜を形成させることができる。
【００５１】
　本発明の組成物は、液晶パネルなどの光学部材や、自動車のボディなどの表面保護フィ
ルムとしての用途の他に、傷の修復が困難な宇宙・医療用の表面保護フィルムにも利用可
能である。
【実施例】
【００５２】
　次に、本発明の実施例を説明するが、本発明はその趣旨を超えない限り、これらの例に
限定されるものではない。
【００５３】
実施例１～５、比較例１～６
　下記表１に示す各成分を下記表１に示す配合割合にて配合し、３本ロールを用いて室温
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にて混合分散させて、実施例１～６、比較例１～６にて使用する組成物を調製した。そし
て、調製した組成物を後述する試験片作製工程を用いて基板上に塗工し、試験片を作成し
た。下記表１に示す各成分の配合量は、特に言及されない限り質量部を示す。
【００５４】
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【表１】

【００５５】
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　なお、表１中の各成分についての詳細は以下の通りである。
（Ａ）ポリオール
・ＰＬＡＣＣＥＬ　３１２：株式会社ダイセル製、ポリカプロラクトントリオール（ＯＨ
基価＝１３５ｍｇＫＯＨ／ｇ）
・ＰＬＡＣＣＥＬ　３０８：株式会社ダイセル製、ポリカプロラクトントリオール（ＯＨ
基価＝１９５ｍｇＫＯＨ／ｇ）
・ＰＬＡＣＣＥＬ　３０５：株式会社ダイセル製、ポリカプロラクトントリオール（ＯＨ
基価＝３０５ｍｇＫＯＨ／ｇ）
・ＰＬＡＣＣＥＬ　３０３：株式会社ダイセル製、ポリカプロラクトントリオール（ＯＨ
基価＝５４０ｍｇＫＯＨ／ｇ）
（Ｂ）ポリイソシアネート
・タケネート　Ｄ－１７０Ｎ：三井化学株式会社製、ヘキサメチレンジイソシアネートの
イソシアヌレート体
（Ｃ）光安定化剤
・Ｋｅｍｉｓｔａｂ　２９：ケミプロ化成株式会社製、ビス（１，２，２，６，６－ペン
タメチル－４－ピペリジル）セバケートとメチル（１，２，２，６，６－ペンタメチル－
４－ピペリジル）セバケートとの混合物
・アデカスタブ　ＬＡ－５７：株式会社アデカ製、ブタン－１，２，３，４－テトラカル
ボン酸テトラキス（１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジニル）
・アデカスタブ　ＬＡ－８１：株式会社アデカ製、炭酸＝ビス（２，２，６，６－テトラ
メチル－１－ウンデシルオキシピペリジン－４－イル）
・ＫＥＭＩＳＯＲＢ　１１３：ケミプロ化成株式会社製、２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ペンチ
ルフェニル－３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンゾエート
（Ｄ）表面調整剤
・Ｓｉｌｍｅｒ　ＯＨ　Ｄｉ－１０：ＳＩＬＴＥＣＨ社製、水酸基末端ポリジメチルシリ
コーン
・ＢＹＫ－３０６：ビックケミー社製、ポリエーテル変性ポリジメチルシロキサン
（Ｅ）フィラー
・ＹＡ０１０Ｃ－ＳＭ－１：株式会社アドマテックス社製、メタクリル表面処理されたナ
ノシリカ
（Ｆ）反応遅延剤
・ＪＰ－５０８：城北化学工業株式会社製、２－エチルヘキシルアシッドホスフェート
【００５６】
試験片作製工程
（１）塗膜硬度及び自己修復性を評価するための試験片
　厚さ１００μｍのＰＥＴ基板（帝人デュポンフィルム株式会社製、「テトロンＧ２」）
上に実施例１～６及び比較例１～６のように調製した組成物をバーコーターでそれぞれ塗
布し、次いで、乾燥炉内にて、１００℃で３０分間乾燥硬化させることにより、ＰＥＴ基
板上に当該組成物の塗膜を形成し、試験片を作成した。塗膜の膜厚は１００μｍであった
。
（２）全光線透過率を評価するための試験片
　ガラス板（板厚２ｍｍ）上に実施例１～６及び比較例１～６のように調製した組成物を
バーコーターでそれぞれ塗布し、次いで、乾燥炉内にて、１００℃で３０分間乾燥硬化さ
せた後、ガラス基板上に形成されたフィルムを剥ぎ取り、試験片を作成した。フィルムの
膜厚は１００μｍであった。
【００５７】
評価
（１）塗膜硬度
　塗膜が形成された試験片を、ＪＩＳ　Ｋ　５６００　５－４に準拠して評価した。ここ
での評価は、Ｂの数値が小さいほど硬く、ＢよりもＨＢの方が硬く、ＨＢよりもＨの方が
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硬く、Ｈの数値が大きいほど高硬度であることを示す。「Ｈ」以上の塗膜硬度を示す試験
片を、優れた塗膜硬度を有するものとする。
（２）自己修復性
　真鍮ブラシを１ｋｇ荷重で塗膜に押し当て、１０往復移動させて、１０分以内に目視で
傷の有無を評価した。評価は下記の２段階で行なった。
「○」：傷が観察されない場合。
「×」：傷が観察される場合。
（３）耐ＵＶ性
　塗膜が形成された試験片を、超促進耐候性試験機（アイスーパーＵＶテスター　ＳＵＶ
－Ｗ１５１：岩崎電気株式会社製）内に導入し、５０℃の温度で湿度５０％（ＲＨ）の下
、ＵＶを１００ｍＷの照度で１００時間照射し、その後、上記（１）による塗膜硬度試験
により、試験片の塗膜硬度を評価した。上記（１）と同様、「Ｈ」以上の塗膜硬度を示す
試験片を、耐ＵＶ性に優れているものとする。
（４）全光線透過率
　得られたフィルムを、分光光度計（日立分光光度計Ｕ－４１００：Ｊ株式会社日立ハイ
テクノロジーズ製）を用いて測定した。９０％以上の全光線透過率を示すフィルムを、高
い全光線透過率を示しているものとする。
【００５８】
　実施例１～６及び比較例１～６の評価結果を表２に示す。
【００５９】
【表２】

 
【００６０】
　表２に示すように、組成物中に、１５０～４００ｍｇＫＯＨ／ｇの範囲内のＯＨ基価を
有するポリオールと、一般式（１）で表される構造を有するヒンダードアミン系光安定剤
との両方を含有させた実施例１～６では、ＰＥＴ基板上の塗膜は、塗膜硬度及び耐ＵＶ性
も双方「Ｈ」以上であり、さらには、自己修復性も「○」であった。また、実施例１～６
では、試験片としてのフィルムも、９０％以上の高い全光線透過率を示した。したがって
、実施例１～６では、ＰＥＴ基板上に、良好な自己修復性と優れた塗膜硬度の双方を備え
、さらには耐ＵＶ性に優れた塗膜を形成することができ、また、９０％以上の高い全光線
透過率を示すフィルムを得ることができた。
【００６１】
　さらに、実施例１～５と実施例６とから、実施例１～５では、塗膜硬度及び耐ＵＶ性も
双方「２Ｈ」以上であることから、さらに表面調整剤が添加された組成物を使用すること
で、形成される塗膜の硬度をより向上させることができた。
【００６２】
　また、実施例１と実施例２とから、ＯＨ基価が３０５ｍｇＫＯＨ／ｇのポリオールを使
用した実施例１では、ＯＨ基価が１９５ｍｇＫＯＨ／ｇのポリオールを使用した実施例２
よりも塗膜硬度及び耐ＵＶ性の双方が高いことから、ＯＨ基価が、２５０～３５０ｍｇＫ
ＯＨ／ｇであるポリオールを使用することで、形成される塗膜の硬度をより向上させるこ
とができた。
【００６３】
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　さらに、実施例１と実施例５とから、実施例５では、実施例１よりも塗膜硬度及び耐Ｕ
Ｖ性の双方が高いことから、さらにフィラーが添加された組成物を使用することで、形成
される塗膜の硬度をより向上させることができた。
【００６４】
　一方、組成物中のポリオールとして、４００ｍｇＫＯＨ／ｇを超えるＯＨ基価を有する
ポリオールが添加された比較例１では、ＰＥＴ基板上の塗膜は、塗膜硬度は「２Ｈ」であ
ったものの、耐ＵＶ性は「ＨＢ」であり、自己修復性も「×」であった。したがって、比
較例１では、ＰＥＴ基板上に、良好な自己修復性を備え、さらには耐ＵＶ性に優れた塗膜
は形成されなかった。
【００６５】
　また、組成物中のポリオールとして、１５０ｍｇＫＯＨ／ｇ未満のＯＨ基価を有するポ
リオールが添加された比較例２では、ＰＥＴ基板上の塗膜は、自己修復性は「○」であっ
たものの、塗膜硬度及び耐ＵＶ性の双方とも「ＨＢ」であった。したがって、比較例２で
は、ＰＥＴ基板上に、優れた塗膜硬度を備え、さらには耐ＵＶ性に優れた塗膜は形成され
なかった。
【００６６】
　また、組成物中にヒンダードアミン系光安定剤が添加されていない比較例３では、ＰＥ
Ｔ基板上の塗膜は、塗膜硬度は「３Ｈ」であったものの、耐ＵＶ性は「＜６Ｂ」と極めて
低い値であった。したがって、比較例３では、ＰＥＴ基板上に、耐ＵＶ性に優れた塗膜は
形成されなかった。
【００６７】
　また、組成物中に一般式（１）とは異なる構造を有する他のヒンダードアミン系光安定
剤が添加された比較例４、５では、ＰＥＴ基板上の塗膜は、塗膜硬度は「３Ｈ」であった
ものの、耐ＵＶ性は比較例４では「３Ｂ」であり、比較例５で「＜６Ｂ」と、いずれも極
めて低い値であった。したがって、比較例４、５では、ＰＥＴ基板上に、耐ＵＶ性に優れ
た塗膜は形成されなかった。
【００６８】
　また、同様に、組成物中に一般式（１）とは異なる構造を有する他のヒンダードアミン
系光安定剤が添加された比較例６では、ＰＥＴ基板上の塗膜は、塗膜硬度は「３Ｈ」であ
り、耐ＵＶ性も「２Ｈ」であり、さらには、自己修復性も「○」であったものの、試験片
としてのフィルムでは、全光線透過率が８３％であり、実施例１～６及び比較例１～５と
比して明らかに低い全光線透過率を示した。したがって、比較例６では、９０％以上の高
い全光線透過率を示すフィルムを得ることができなかった。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明の組成物は、良好な自己修復性と優れた塗膜硬度の双方を備え、さらには耐ＵＶ
性に優れた塗膜を形成できると共に、９０％以上の高い全光線透過率を示すフィルムを形
成することもできるのであり、例えば、液晶ディスプレイや自動車ボディなどの保護膜、
特に光学部材の表面保護膜での利用価値が高い。
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